
博士課程前期課程

［学位授与の方針］
文学研究科は、博士課程前期課程において、所定の履修方法に従って必要となる単

位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修士論文の審査及
び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認められる者に、「修士（文学）」の学
位を授与する。
１． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関する幅広い視野、基本的
な知識及び思考力を有する。

２． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関する研究課題について、
専門的で学術的な価値のある知見を有する。

３． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関する学術研究の遂行及び
成果の公表にむけて、研究者として必要な知識、技能、意識を有する。

［教育課程編成・実施の方針］
文学研究科は、博士課程前期課程において、学位授与の方針に定めた学修成果を達

成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的として、「基
礎科目」又は「選択必修科目」を置く。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果１及び２を達成することを主たる目的とし
て、英語英文学専攻では提携した他大学院の授業科目の中から選択履修するこ
とができるものとし、10単位を限度として課程修了に必要な単位として認め
る。ヨーロッパ文化史及びアジア文化史専攻では、相互に選択履修することが
できるものとし、４単位を限度として課程修了に必要な単位として認める。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果２及び３を達成することを主たる目的とし
て、コースワーク科目とリサーチワーク科目をバランス良く置き、必要な研究
指導を行う。

４． 研究指導においては、口頭発表、修士論文の執筆を通じて研究者として必要な
能力を養う。

５． 本課程が目的とする人材養成の多様性に対応するため、複数教員による指導体
制を採る。

［入学者受け入れの方針］
文学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程前期課程への入学者を受け入れる。

１． 次の⑴～⑶の人材養成及び再教育という、この課程の目的に合致する入学志望
動機と研究課題を有する。
⑴英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関する高度な専門知識を
生かした職業人（教員、学芸員など）

⑵英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関する高度な専門知識を
有する社会人

⑶英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史を専門とする研究者
２． この課程における学修に必要な水準の一般的学力（外国語を含む）を有する。
３． この課程における高度な専門知識を有する社会人。

博士課程後期課程

［学位授与の方針］
文学研究科は、博士課程後期課程において、所定の履修方

法に従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究
指導を受けたうえで提出した博士論文の審査及び最終試験に
よって、次の学修成果を達成したと認められる者に、「博士（文
学）」の学位を授与する。
１． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関
する幅広い視野、専門的な知識及び思考力を有する。

２． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関
する研究課題について、高度に専門的で、学術的な価値
の高い知見を有する。

３． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関
する学術研究の継続的遂行及び成果の公表にむけて、
自立した研究者として必要な知識、技能、意識を有する。

［教育課程編成・実施の方針］
文学研究科は、博士課程後期課程において、学位授与の方

針に定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系
的・順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１及び２を達成する
ことを主たる目的として、「演習Ⅰ～Ⅳ」を置き、必修と
する。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを
主たる目的として、「論文指導Ⅰ・Ⅱ」を置き必修とする
とともに、研究指導を行う。

３． 研究指導においては、口頭発表、博士論文の執筆を通じ
て研究者として必要な高度な能力を養う。

［入学者受け入れの方針］
文学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程後期

課程への入学者を受け入れる。
１． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関
する研究者の養成という、この課程の目的に合致する
入学志望動機と研究課題を有する。

２． この課程における学修に必要な、高い水準の一般的学
力（外国語を含む）を有する。

３． この課程における学修に必要な高度に専門的な知識を
有する。

４． 研究課題に関して、専門的で学術的価値のある知見を
有する。
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博士課程前期課程

［学位授与の方針］
経済学研究科は、博士課程前期課程において、所定の履修方法に従って必要と

なる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修士論
文の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認められる者に、
「修士（経済学）」の学位を授与する。
１． 経済・社会の諸問題に関する多角的な視点及び基本的な知識を有すること。
２． 経済・社会の事象や問題について理論的、実証的又は歴史的に分析すること。
３． 経済・社会の諸問題に関する研究課題について、専門的で学術的な価値の
ある知見を有し、課題解決策を提案できること。

４． 経済・社会に関する諸問題に、経済学の知識を活用して学術研究を遂行
し、研究成果の公表にむけて、研究者として必要な知識、技能、意欲を有す
ること。

［教育課程編成・実施の方針］
経済学研究科は、博士課程前期課程において、学位授与の方針に定めた学修成

果を達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１及び２を達成することを主たる目的
として、１年次に必修科目として「研究基礎」科目を置くとともに、研究科
講義科目として「経済理論」科目、「数量分析」科目、｢応用経済｣科目、「歴
史」科目を置く。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを主たる目的とし
て、１年次から「研究科演習」科目を置くとともに、必要な研究指導を行う。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主たる目的とし
て、１年次の「研究科演習」科目に加えて２年次の「研究科論文指導」に
よって必要な研究指導を行い、指導教員以外の教員からも助言を受ける
ために修士論文の「中間報告会」を設ける。

４． 研究指導においては、主指導教員を中心として複数教員体制を採り、デー
タ収集・分析、文章作成、口頭発表、修士論文の執筆を通じて、研究者とし
て必要な能力を身につけることができるよう、指導を行う。

［入学者受け入れの方針］
経済学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程前期課程への入学者

を受け入れる。
１． 本課程の学修に必要な経済学に関する基礎学力と明確な研究計画を有し
ていること。

２． 本課程の学修において必要な経済学の専門知識や研究能力を修得しよう
とする意欲を有すること。

３． 経済・社会の問題に関して深く研究したいという姿勢をもっていること。

博士課程後期課程

［学位授与の方針］
経済学研究科は、博士課程後期課程において、所定の履修方法に

従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け
たうえで提出した博士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成
果を達成したと認められる者に、「博士（経済学）」の学位を授与する。
１． 経済・社会の諸問題に関する多角的な視点、高度な知識及び
思考力を有すること。

２． 経済・社会の事象や問題について理論的、実証的又は歴史的
に高度な分析能力を有すること。

３． 経済・社会の諸問題に関する研究課題について、専門的で学術
的な価値のある知見を有し、課題解決策を提案できること。

４． 経済・社会に関する諸問題に、経済学の知識を活用して主体
的に学術研究を遂行し、研究成果の公表にむけて、自立した
研究者として必要な知識、技能、意欲を有すること。

［教育課程編成・実施の方針］
経済学研究科は、博士課程後期課程において、学位授与の方針に

定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系的・順次的
な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１及び２を達成すること
を主たる目的として、「経済学特別演習Ａ」及び「経済学特別
演習Ｂ」を置き、必修とする。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果３及び４を達成すること
を主たる目的として、「論文指導」を置き必修とするととも
に、研究指導を行い、指導教員以外の教員からも助言を受け
るために博士論文の「中間報告会」を設ける。

３． 研究指導においては、主指導教員を中心として複数教員体
制を採り、データ収集・分析、文章作成、口頭発表、博士論文の
執筆を通じて、自立した研究者として必要な高度に専門的で
学術的な能力を身につけることができるよう、指導を行う。

［入学者受け入れの方針］
経済学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程後期課

程への入学者を受け入れる。
１． 経済学に関する自立した研究者を目指すという明確な目標
と研究課題を有すること。

２． 経済学に関する高度な専門的な知識を有すること。
３． 経済学に関する研究課題に関して、専門的で学術的価値の
ある知見を有すること。
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［学位授与の方針］
経済学研究科は、経済データサイエンス専攻修士課程において、所定の

履修方法に従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導
を受けたうえで提出したリサーチペーパーの審査及び最終試験によって、
次の学修成果を達成した者に、「修士（経済データサイエンス）」の学位を授
与する。
１． 経済・社会の諸問題に関する多角的な視点及び基本的な知識を有す
ること。

２． 数理・データサイエンス・AIに関する専門知識及びスキルを有する
こと。

３． 経済・社会の諸問題に関する研究課題について、専門的で学術的な
価値のある知見を有し、計量的に課題解決策を提案できること。

４． 経済・社会に関する諸問題に、経済学及び数理・データサイエンス・
AIの知識を活用して学術研究を遂行し、研究成果の公表にむけ
て、研究者又は高度な実務者として必要な知識、技能、意欲を有する
こと。

［教育課程編成・実施の方針］
経済学研究科は、経済データサイエンス専攻修士課程において、学位授

与の方針に定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系的・順次
的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的
として、１年次に必修科目として「研究基礎」科目を置くとともに、
研究科講義科目として「経済学」科目を置く。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果２を達成することを主たる目的
として、「研究基礎」科目を置くとともに、研究科講義科目として、
「数理・データサイエンス・AI」科目を置く。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを主たる目的
として、１年次から「経済学演習」と「データ分析実践演習」の２つの
「研究科演習」科目を置くとともに、必要な研究指導を行う。

４． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主たる目的
として、１年次の「研究科演習」科目に加えて２年次の｢特定テーマ
研究」によって必要な研究指導を行い、指導教員以外の教員からも
助言を受けるためにリサーチペーパーの「中間報告会」を設ける。

５． 研究指導においては、主指導教員を中心として複数教員体制を採
り、データ収集・分析、文章作成、口頭発表、リサーチペーパーの執筆
を通じて、研究者又は高度な実務者として必要な能力を身につける
ことができるよう、指導を行う。

［入学者受け入れの方針］
経済学研究科は、次の点を確認することにより、修士課程への入学者を

受け入れる。
１． 本課程の学修に必要な経済学又はデータサイエンスに関する基礎
学力と明確な研究計画を有していること。

２． 本課程の学修において必要な経済学の専門知識及びデータサイエ
ンスを用いた分析能力を修得しようとする意欲を有すること。

３． 地域経済・社会に関する諸問題を数理的に分析し、解決策を提案し
たいという姿勢をもっていること。

各研究科の教学上の３つの方針
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博士課程前期課程

［学位授与の方針］
文学研究科は、博士課程前期課程において、所定の履修方法に従って必要となる単

位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修士論文の審査及
び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認められる者に、「修士（文学）」の学
位を授与する。
１． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関する幅広い視野、基本的
な知識及び思考力を有する。

２． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関する研究課題について、
専門的で学術的な価値のある知見を有する。

３． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関する学術研究の遂行及び
成果の公表にむけて、研究者として必要な知識、技能、意識を有する。

［教育課程編成・実施の方針］
文学研究科は、博士課程前期課程において、学位授与の方針に定めた学修成果を達

成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的として、「基
礎科目」又は「選択必修科目」を置く。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果１及び２を達成することを主たる目的とし
て、英語英文学専攻では提携した他大学院の授業科目の中から選択履修するこ
とができるものとし、10単位を限度として課程修了に必要な単位として認め
る。ヨーロッパ文化史及びアジア文化史専攻では、相互に選択履修することが
できるものとし、４単位を限度として課程修了に必要な単位として認める。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果２及び３を達成することを主たる目的とし
て、コースワーク科目とリサーチワーク科目をバランス良く置き、必要な研究
指導を行う。

４． 研究指導においては、口頭発表、修士論文の執筆を通じて研究者として必要な
能力を養う。

５． 本課程が目的とする人材養成の多様性に対応するため、複数教員による指導体
制を採る。

［入学者受け入れの方針］
文学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程前期課程への入学者を受け入れる。

１． 次の⑴～⑶の人材養成及び再教育という、この課程の目的に合致する入学志望
動機と研究課題を有する。
⑴英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関する高度な専門知識を
生かした職業人（教員、学芸員など）
⑵英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関する高度な専門知識を
有する社会人
⑶英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史を専門とする研究者

２． この課程における学修に必要な水準の一般的学力（外国語を含む）を有する。
３． この課程における高度な専門知識を有する社会人。

博士課程後期課程

［学位授与の方針］
文学研究科は、博士課程後期課程において、所定の履修方

法に従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究
指導を受けたうえで提出した博士論文の審査及び最終試験に
よって、次の学修成果を達成したと認められる者に、「博士（文
学）」の学位を授与する。
１． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関
する幅広い視野、専門的な知識及び思考力を有する。

２． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関
する研究課題について、高度に専門的で、学術的な価値
の高い知見を有する。

３． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関
する学術研究の継続的遂行及び成果の公表にむけて、
自立した研究者として必要な知識、技能、意識を有する。

［教育課程編成・実施の方針］
文学研究科は、博士課程後期課程において、学位授与の方

針に定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系
的・順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１及び２を達成する
ことを主たる目的として、「演習Ⅰ～Ⅳ」を置き、必修と
する。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを
主たる目的として、「論文指導Ⅰ・Ⅱ」を置き必修とする
とともに、研究指導を行う。

３． 研究指導においては、口頭発表、博士論文の執筆を通じ
て研究者として必要な高度な能力を養う。

［入学者受け入れの方針］
文学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程後期

課程への入学者を受け入れる。
１． 英語英文学、ヨーロッパ文化史又はアジア文化史に関
する研究者の養成という、この課程の目的に合致する
入学志望動機と研究課題を有する。

２． この課程における学修に必要な、高い水準の一般的学
力（外国語を含む）を有する。

３． この課程における学修に必要な高度に専門的な知識を
有する。

４． 研究課題に関して、専門的で学術的価値のある知見を
有する。

文

学

研

究

科

博士課程前期課程

［学位授与の方針］
経済学研究科は、博士課程前期課程において、所定の履修方法に従って必要と

なる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修士論
文の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認められる者に、
「修士（経済学）」の学位を授与する。
１． 経済・社会の諸問題に関する多角的な視点及び基本的な知識を有すること。
２． 経済・社会の事象や問題について理論的、実証的又は歴史的に分析すること。
３． 経済・社会の諸問題に関する研究課題について、専門的で学術的な価値の
ある知見を有し、課題解決策を提案できること。

４． 経済・社会に関する諸問題に、経済学の知識を活用して学術研究を遂行
し、研究成果の公表にむけて、研究者として必要な知識、技能、意欲を有す
ること。

［教育課程編成・実施の方針］
経済学研究科は、博士課程前期課程において、学位授与の方針に定めた学修成

果を達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１及び２を達成することを主たる目的
として、１年次に必修科目として「研究基礎」科目を置くとともに、研究科
講義科目として「経済理論」科目、「数量分析」科目、｢応用経済｣科目、「歴
史」科目を置く。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを主たる目的とし
て、１年次から「研究科演習」科目を置くとともに、必要な研究指導を行う。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主たる目的とし
て、１年次の「研究科演習」科目に加えて２年次の「研究科論文指導」に
よって必要な研究指導を行い、指導教員以外の教員からも助言を受ける
ために修士論文の「中間報告会」を設ける。

４． 研究指導においては、主指導教員を中心として複数教員体制を採り、デー
タ収集・分析、文章作成、口頭発表、修士論文の執筆を通じて、研究者とし
て必要な能力を身につけることができるよう、指導を行う。

［入学者受け入れの方針］
経済学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程前期課程への入学者

を受け入れる。
１． 本課程の学修に必要な経済学に関する基礎学力と明確な研究計画を有し
ていること。

２． 本課程の学修において必要な経済学の専門知識や研究能力を修得しよう
とする意欲を有すること。

３． 経済・社会の問題に関して深く研究したいという姿勢をもっていること。

博士課程後期課程

［学位授与の方針］
経済学研究科は、博士課程後期課程において、所定の履修方法に

従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け
たうえで提出した博士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成
果を達成したと認められる者に、「博士（経済学）」の学位を授与する。
１． 経済・社会の諸問題に関する多角的な視点、高度な知識及び
思考力を有すること。

２． 経済・社会の事象や問題について理論的、実証的又は歴史的
に高度な分析能力を有すること。

３． 経済・社会の諸問題に関する研究課題について、専門的で学術
的な価値のある知見を有し、課題解決策を提案できること。

４． 経済・社会に関する諸問題に、経済学の知識を活用して主体
的に学術研究を遂行し、研究成果の公表にむけて、自立した
研究者として必要な知識、技能、意欲を有すること。

［教育課程編成・実施の方針］
経済学研究科は、博士課程後期課程において、学位授与の方針に

定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系的・順次的
な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１及び２を達成すること
を主たる目的として、「経済学特別演習Ａ」及び「経済学特別
演習Ｂ」を置き、必修とする。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果３及び４を達成すること
を主たる目的として、「論文指導」を置き必修とするととも
に、研究指導を行い、指導教員以外の教員からも助言を受け
るために博士論文の「中間報告会」を設ける。

３． 研究指導においては、主指導教員を中心として複数教員体
制を採り、データ収集・分析、文章作成、口頭発表、博士論文の
執筆を通じて、自立した研究者として必要な高度に専門的で
学術的な能力を身につけることができるよう、指導を行う。

［入学者受け入れの方針］
経済学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程後期課

程への入学者を受け入れる。
１． 経済学に関する自立した研究者を目指すという明確な目標
と研究課題を有すること。

２． 経済学に関する高度な専門的な知識を有すること。
３． 経済学に関する研究課題に関して、専門的で学術的価値の
ある知見を有すること。

経

済

学

研

究

科 修士課程

［学位授与の方針］
経済学研究科は、経済データサイエンス専攻修士課程において、所定の

履修方法に従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導
を受けたうえで提出したリサーチペーパーの審査及び最終試験によって、
次の学修成果を達成した者に、「修士（経済データサイエンス）」の学位を授
与する。
１． 経済・社会の諸問題に関する多角的な視点及び基本的な知識を有す
ること。

２． 数理・データサイエンス・AIに関する専門知識及びスキルを有する
こと。

３． 経済・社会の諸問題に関する研究課題について、専門的で学術的な
価値のある知見を有し、計量的に課題解決策を提案できること。

４． 経済・社会に関する諸問題に、経済学及び数理・データサイエンス・
AIの知識を活用して学術研究を遂行し、研究成果の公表にむけ
て、研究者又は高度な実務者として必要な知識、技能、意欲を有する
こと。

［教育課程編成・実施の方針］
経済学研究科は、経済データサイエンス専攻修士課程において、学位授

与の方針に定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系的・順次
的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的
として、１年次に必修科目として「研究基礎」科目を置くとともに、
研究科講義科目として「経済学」科目を置く。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果２を達成することを主たる目的
として、「研究基礎」科目を置くとともに、研究科講義科目として、
「数理・データサイエンス・AI」科目を置く。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを主たる目的
として、１年次から「経済学演習」と「データ分析実践演習」の２つの
「研究科演習」科目を置くとともに、必要な研究指導を行う。

４． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主たる目的
として、１年次の「研究科演習」科目に加えて２年次の｢特定テーマ
研究」によって必要な研究指導を行い、指導教員以外の教員からも
助言を受けるためにリサーチペーパーの「中間報告会」を設ける。

５． 研究指導においては、主指導教員を中心として複数教員体制を採
り、データ収集・分析、文章作成、口頭発表、リサーチペーパーの執筆
を通じて、研究者又は高度な実務者として必要な能力を身につける
ことができるよう、指導を行う。

［入学者受け入れの方針］
経済学研究科は、次の点を確認することにより、修士課程への入学者を

受け入れる。
１． 本課程の学修に必要な経済学又はデータサイエンスに関する基礎
学力と明確な研究計画を有していること。

２． 本課程の学修において必要な経済学の専門知識及びデータサイエ
ンスを用いた分析能力を修得しようとする意欲を有すること。

３． 地域経済・社会に関する諸問題を数理的に分析し、解決策を提案し
たいという姿勢をもっていること。
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修士課程

［学位授与の方針］
経営学研究科は、修士課程において、所定の履修方法に従って必要とな

る単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修
士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認めら
れる者に「修士（経営学）」の学位を授与する。
１． 経営学に関する幅広い視野、基本的な知識及び思考力を有する。
２． 経営学に関する研究課題について、専門的で学術的な価値のある
知見を有する。

３． 経営学に関する学術研究の遂行及び成果の公表にむけて、研究者
として必要な知識、技能、意識を有する。

［教育課程編成・実施の方針］
経営学研究科は、修士課程において、学位授与の方針に定めた学修成果

を達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施
する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的
として、１年次に「一般講義」及び「応用講義」を置く。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果２及び３を達成することを主た
る目的として、１年次から「演習」を置くとともに、必要な研究指導
を行う。

３． 研究指導においては、口頭発表、修士論文の執筆を通じて研究者と
して必要な能力を養う。

［入学者受け入れの方針］
経営学研究科は、次の点を確認することにより、修士課程への入学者を

受け入れる。
１． 次の⑴～⑶の人材養成及び再教育という、この課程の目的に合致
する入学志望動機と研究課題を有する。
⑴経営に関する専門職業人（公認会計士、税理士など）
⑵経営に関する高度な専門知識を有する社会人（公務員、企業人、
教員、団体職員など）
⑶経営学に関する研究者

２． この課程における学修に必要な水準の一般的学力を有する。
３． この課程における学修に必要な水準の経営学に関する専門知識を
有する。

経

営

学

研

究

科

博士課程前期課程

［学位授与の方針］
法学研究科は、博士課程前期課程において、所定の履修方法に従って必要となる単位数以

上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修士論文又はそれに代わる学修
成果の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認められる者に、「修士（法
学）」の学位を授与する。
１． 法学又は政治学に関する幅広い視野、基本的な知識及び思考力を有する。
２． 法学又は政治学に関するいくつかの特定テーマについて専門的な知識を有する。
３． 法学又は政治学に関する研究課題について、専門的で学術的な価値のある知見を有
する。

４． 法学又は政治学に関する学術研究の遂行及び成果の公表にむけて、研究者として必
要な知識、技能、意識を有する。

［教育課程編成・実施の方針］
法学研究科は、博士課程前期課程において、学位授与の方針に定めた学修成果を達成する

ため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的として、１年前期
に「一般講義」、１年後期から「応用講義」を置く。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果２を達成することを主たる目的として、「特定テー
マ研究」を置く。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを主たる目的として、１年後期
から「演習」を置くとともに、必要な研究指導を行う。

４． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主たる目的として、「導入科
目」を１年前期に置き必修とするとともに、必要な研究指導を行う。

５． 研究指導においては、口頭発表、修士論文又はリサーチペーパーの執筆を通じて研究
者として必要な能力を養う。

６． 本課程が目的とする人材養成の多様性に対応するため、複数の履修コースを設け、そ
れぞれ異なる修了要件とする。

［入学者受け入れの方針］
法学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程前期課程への入学者を受け入れる。

１． 次の⑴～⑷の人材養成及び再教育という、この課程の目的に合致する入学志望動機
と研究課題を有する。
⑴法学又は政治学に関する専門職業人（税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士
など）

⑵法学又は政治学に関する高度な専門知識を生かした職業人（公務員、企業人、教員、
団体職員など）

⑶法学又は政治学に関する高度な専門知識を有する社会人
⑷法学又は政治学に関する研究者

２． この課程における学修に必要な水準の一般的学力を有する。
３． この課程における学修に必要な水準の、法学又は政治学に関する専門知識を有する。

博士課程後期課程

［学位授与の方針］
法学研究科は、博士課程後期課程において、所定の履

修方法に従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、
必要な研究指導を受けたうえで提出した博士論文の審
査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと
認められる者に、「博士（法学）」の学位を授与する。
１． 法学又は政治学に関する幅広い視野、専門的な
知識及び思考力を有する。

２． 法学又は政治学に関する研究課題について、
高度に専門的で、学術的な価値の高い知見を有
する。

３． 法学又は政治学に関する学術研究の継続的遂行
及び成果の公表にむけて、自立した研究者とし
て必要な知識、技能、意識を有する。

［教育課程編成・実施の方針］
法学研究科は、博士課程後期課程において、学位授与

の方針に定めた学修成果を達成するため、次の方針に
より、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１及び２を達
成することを主たる目的として、「法律学演習
Ⅰ」及び「法律学演習Ⅱ」を置き、必修とする。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成する
ことを主たる目的として、「論文指導」を置き必
修とするとともに、研究指導を行う。

３． 研究指導においては、口頭発表、博士論文の執筆
を通じて研究者として必要な高度な能力を養う。

［入学者受け入れの方針］
法学研究科は、次の点を確認することにより、博士課

程後期課程への入学者を受け入れる。
１． 法学又は政治学に関する研究者の養成という、
この課程の目的に合致する入学志望動機と研究
課題を有する。

２． この課程における学修に必要な、高い水準の一
般的学力（外国語を含む。）を有する。

３． この課程における学修に必要な、法学又は政治
学に関する高度に専門的な知識を有する。

４． 研究課題に関して、専門的で学術的価値のある
知見を有する。

法

学

研

究

科

博士課程前期課程

［学位授与の方針］
人間情報学研究科は、博士課程前期課程において、所定の履修方法に従って必

要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修
士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認められる者
に、「修士（学術）」の学位を授与する。
１． 人間情報学の諸問題にかかわる多角的な視点及び基礎知識を有すること。
２． 人間情報学に関する専門知識及び技術を有し、専攻分野の諸問題について
理論的、実証的に分析できること。

３． 人間情報学に関する研究課題について専門的な知見を有し、課題解決策を
提案できること。

４． 人間情報学に関する研究課題について、専門知識を活用して論文を作成
し、その思考方法と研究成果を公表できること。

［教育課程編成・実施の方針］
人間情報学研究科は、博士課程前期課程において、学位授与の方針に定めた学修

成果を達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的として、
コア学科目群として社会情報学、行動情報学、生命・情報学の３領域の専門
科目群を置き、そのうち１つをメジャー領域として選択させる。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果２を達成することを主たる目的として、
幅広い学問領域から構成される基礎学科目群を置くとともに、上記のメ
ジャー領域以外の領域からも科目を選択させる。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを主たる目的として、
１年及び２年次に「人間情報学演習」を置き必修とするとともに、必要な研
究指導を行う。

４． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主たる目的として、
専門の異なる複数の教員による演習指導を実施する。

５． 研究指導においては、口頭発表、修士論文の執筆を通じて研究者として必
要な能力を養う。

［入学者受け入れの方針］
人間情報学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程前期課程への入

学者を受け入れる。
１． 本課程の学修に必要な人間情報学に関する基礎知識及び明確な研究計画
を有していること。

２． 本課程の学修に必要な人間情報学に関する専門知識及び研究遂行能力を
修得しようとする意欲を有すること。

３． 人間情報学に関する諸問題に関して、深く研究したいという姿勢を持って
いること。

博士課程後期課程

［学位授与の方針］
人間情報学研究科は、博士課程後期課程において、所定の履修

方法に従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指
導を受けたうえで提出した博士論文の審査及び最終試験によっ
て、次の学修成果を達成したと認められる者に、「博士（学術）」の学
位を授与する。
１． 人間情報学の諸問題に関する多角的な視点及び高度な知識
を有すること。

２． 人間情報学に関する高度な専門知識及びスキルを有し、専
攻分野の諸問題について理論的、実証的に分析できること。

３． 人間情報学に関する研究課題について専門的な知見を有
し、高度な課題解決策を提案できること。

４． 人間情報学に関する研究課題について、高度な専門知識を
活用して論文を作成し、その思考方法と研究成果を公表で
きること。

［教育課程編成・実施の方針］
人間情報学研究科は、博士課程後期課程において、学位授与の

方針に定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系的・
順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１及び２を達成すること
を主たる目的として、「人間情報学演習Ⅲ」及び「人間情報学
演習Ⅳ」を置く。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを主た
る目的として、「論文指導」を置く。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主た
る目的として、口頭発表、博士論文の執筆を通じて研究指導
を行い、研究者として必要な高度な能力を養う。

［入学者受け入れの方針］
人間情報学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程後

期課程への入学者を受け入れる。
１． 人間情報学に関する明確な研究課題及び研究計画を有して
いること。

２． 本課程の学修に必要な人間情報学に関する高度な専門知識
及び研究遂行能力を修得しようとする意欲を有すること。

３． 人間情報学に関する研究課題に関して、専門的で学術的価
値のある知見を有し、さらに深く研究したいという姿勢を
持っていること。
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博士課程前期課程

［学位授与の方針］
工学研究科は、博士課程前期課程において、所定の履修方法に従って必

要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出
した修士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと
認められる者に、「修士（工学）」の学位を授与する。
１． 工学に関する幅広い視野、基本的な知識及び思考力を有すること。
２． 工学に関するいくつかの特定テーマについて専門的な知識を有す
ること。

３． 工学に関する研究課題について、専門的で学術的な価値のある知
見を有すること。

４． 工学に関する学術研究について、研究者として必要な知識、技能を
活用して論文を作成し、その実行方法と研究成果を公表できる
こと。

［教育課程編成・実施の方針］
工学研究科は、博士課程前期課程において、学位授与の方針に定めた学

修成果を確実に達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程
を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的
として、専攻ごとの科目だけでなく、関連する他専攻科目の履修も
可能とする。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果２及び３を達成することを主た
る目的として、「工学修士研修」と「工学特別演習」を設け、必要な研
究指導を提供する。

３． 研究指導においては、口頭発表、修士論文の執筆を通じて研究者と
して必要な能力を養う。

４． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主たる目的
として、「修士論文」を要件とし、更に「技術経営特論」と「知的財産
特論」を提供し、いずれかを必修とする。

［入学者受け入れの方針］
工学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程前期課程への入

学者を受け入れる。
１． 専門分野を学ぶための基礎学力と柔軟な思考能力及び自主的に学
ぶ姿勢を有していること。

２． 専門分野の将来的な社会の変化、科学技術の進展に強く関わる
情熱を持ち、自ら問題を見出し、解決しようとする意欲を有する
こと。

３． 専門知識と洞察力を身につけ、国際的視野のもとに社会の発展に
貢献したい意思を持っていること。

博士課程後期課程

［学位授与の方針］
工学研究科は、博士課程後期課程において、所定の履修方法に従って必

要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出
した博士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと
認められる者に、「博士（工学）」の学位を授与する。
１． 工学に関する幅広い視野、専門的な知識及び思考力を有すること。
２． 工学に関する高度な専門知識を用いて、工学分野の諸問題につい
て理論的、実験的に解析できること。

３． 工学に関する研究課題について、高度に専門的で、学術的な価値の
高い知見を有すること。

４． 工学に関する学術研究について、自立した研究者として必要な知
識、技能を活用して論文を作成し、その実行方法と研究成果を公表
できること。

［教育課程編成・実施の方針］
工学研究科は、博士課程後期課程において、学位授与の方針に定めた学

修成果を確実に達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課
程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的
として、学際基盤科目を置く。また、「技術経営特論」及び「知的財産
特論」について、前期課程で修得していない場合、いずれか１科目
を必修とする。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果２を達成することを主たる目的
として、「工学博士研修」を置き必修とする。また、「インターンシッ
プ研修」、「工学特別研修」及び「工学特別実習」を置く。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを主たる目的
として、「博士論文」を課し、必要な研究指導を行う。

４． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主たる目的
として、口頭発表、博士論文の執筆を通じて研究指導を行い、研究
者として必要な高度な能力を養う。

［入学者受け入れの方針］
工学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程後期課程への入

学者を受け入れる。
１． この課程の目的である工学に関する研究者の養成に合致する入学
志望動機と研究課題を有していること。

２． この課程における学修に必要な、高い水準の一般的学力（外国語を
含む。）を有すること。

３． この課程における学修に必要な、研究課題に関して高度に専門的
で学術的価値のある知識を持っていること。
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各研究科の教学上の３つの方針
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修士課程

［学位授与の方針］
経営学研究科は、修士課程において、所定の履修方法に従って必要とな

る単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修
士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認めら
れる者に「修士（経営学）」の学位を授与する。
１． 経営学に関する幅広い視野、基本的な知識及び思考力を有する。
２． 経営学に関する研究課題について、専門的で学術的な価値のある
知見を有する。

３． 経営学に関する学術研究の遂行及び成果の公表にむけて、研究者
として必要な知識、技能、意識を有する。

［教育課程編成・実施の方針］
経営学研究科は、修士課程において、学位授与の方針に定めた学修成果

を達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施
する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的
として、１年次に「一般講義」及び「応用講義」を置く。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果２及び３を達成することを主た
る目的として、１年次から「演習」を置くとともに、必要な研究指導
を行う。

３． 研究指導においては、口頭発表、修士論文の執筆を通じて研究者と
して必要な能力を養う。

［入学者受け入れの方針］
経営学研究科は、次の点を確認することにより、修士課程への入学者を

受け入れる。
１． 次の⑴～⑶の人材養成及び再教育という、この課程の目的に合致
する入学志望動機と研究課題を有する。
⑴経営に関する専門職業人（公認会計士、税理士など）
⑵経営に関する高度な専門知識を有する社会人（公務員、企業人、
教員、団体職員など）

⑶経営学に関する研究者
２． この課程における学修に必要な水準の一般的学力を有する。
３． この課程における学修に必要な水準の経営学に関する専門知識を
有する。
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博士課程前期課程

［学位授与の方針］
法学研究科は、博士課程前期課程において、所定の履修方法に従って必要となる単位数以

上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修士論文又はそれに代わる学修
成果の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認められる者に、「修士（法
学）」の学位を授与する。
１． 法学又は政治学に関する幅広い視野、基本的な知識及び思考力を有する。
２． 法学又は政治学に関するいくつかの特定テーマについて専門的な知識を有する。
３． 法学又は政治学に関する研究課題について、専門的で学術的な価値のある知見を有
する。

４． 法学又は政治学に関する学術研究の遂行及び成果の公表にむけて、研究者として必
要な知識、技能、意識を有する。

［教育課程編成・実施の方針］
法学研究科は、博士課程前期課程において、学位授与の方針に定めた学修成果を達成する

ため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的として、１年前期
に「一般講義」、１年後期から「応用講義」を置く。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果２を達成することを主たる目的として、「特定テー
マ研究」を置く。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを主たる目的として、１年後期
から「演習」を置くとともに、必要な研究指導を行う。

４． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主たる目的として、「導入科
目」を１年前期に置き必修とするとともに、必要な研究指導を行う。

５． 研究指導においては、口頭発表、修士論文又はリサーチペーパーの執筆を通じて研究
者として必要な能力を養う。

６． 本課程が目的とする人材養成の多様性に対応するため、複数の履修コースを設け、そ
れぞれ異なる修了要件とする。

［入学者受け入れの方針］
法学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程前期課程への入学者を受け入れる。

１． 次の⑴～⑷の人材養成及び再教育という、この課程の目的に合致する入学志望動機
と研究課題を有する。
⑴法学又は政治学に関する専門職業人（税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士
など）
⑵法学又は政治学に関する高度な専門知識を生かした職業人（公務員、企業人、教員、
団体職員など）
⑶法学又は政治学に関する高度な専門知識を有する社会人
⑷法学又は政治学に関する研究者

２． この課程における学修に必要な水準の一般的学力を有する。
３． この課程における学修に必要な水準の、法学又は政治学に関する専門知識を有する。

博士課程後期課程

［学位授与の方針］
法学研究科は、博士課程後期課程において、所定の履

修方法に従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、
必要な研究指導を受けたうえで提出した博士論文の審
査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと
認められる者に、「博士（法学）」の学位を授与する。
１． 法学又は政治学に関する幅広い視野、専門的な
知識及び思考力を有する。

２． 法学又は政治学に関する研究課題について、
高度に専門的で、学術的な価値の高い知見を有
する。

３． 法学又は政治学に関する学術研究の継続的遂行
及び成果の公表にむけて、自立した研究者とし
て必要な知識、技能、意識を有する。

［教育課程編成・実施の方針］
法学研究科は、博士課程後期課程において、学位授与

の方針に定めた学修成果を達成するため、次の方針に
より、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１及び２を達
成することを主たる目的として、「法律学演習
Ⅰ」及び「法律学演習Ⅱ」を置き、必修とする。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成する
ことを主たる目的として、「論文指導」を置き必
修とするとともに、研究指導を行う。

３． 研究指導においては、口頭発表、博士論文の執筆
を通じて研究者として必要な高度な能力を養う。

［入学者受け入れの方針］
法学研究科は、次の点を確認することにより、博士課

程後期課程への入学者を受け入れる。
１． 法学又は政治学に関する研究者の養成という、
この課程の目的に合致する入学志望動機と研究
課題を有する。

２． この課程における学修に必要な、高い水準の一
般的学力（外国語を含む。）を有する。

３． この課程における学修に必要な、法学又は政治
学に関する高度に専門的な知識を有する。

４． 研究課題に関して、専門的で学術的価値のある
知見を有する。
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博士課程前期課程

［学位授与の方針］
人間情報学研究科は、博士課程前期課程において、所定の履修方法に従って必

要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修
士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認められる者
に、「修士（学術）」の学位を授与する。
１． 人間情報学の諸問題にかかわる多角的な視点及び基礎知識を有すること。
２． 人間情報学に関する専門知識及び技術を有し、専攻分野の諸問題について
理論的、実証的に分析できること。

３． 人間情報学に関する研究課題について専門的な知見を有し、課題解決策を
提案できること。

４． 人間情報学に関する研究課題について、専門知識を活用して論文を作成
し、その思考方法と研究成果を公表できること。

［教育課程編成・実施の方針］
人間情報学研究科は、博士課程前期課程において、学位授与の方針に定めた学修

成果を達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的として、
コア学科目群として社会情報学、行動情報学、生命・情報学の３領域の専門
科目群を置き、そのうち１つをメジャー領域として選択させる。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果２を達成することを主たる目的として、
幅広い学問領域から構成される基礎学科目群を置くとともに、上記のメ
ジャー領域以外の領域からも科目を選択させる。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを主たる目的として、
１年及び２年次に「人間情報学演習」を置き必修とするとともに、必要な研
究指導を行う。

４． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主たる目的として、
専門の異なる複数の教員による演習指導を実施する。

５． 研究指導においては、口頭発表、修士論文の執筆を通じて研究者として必
要な能力を養う。

［入学者受け入れの方針］
人間情報学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程前期課程への入

学者を受け入れる。
１． 本課程の学修に必要な人間情報学に関する基礎知識及び明確な研究計画
を有していること。

２． 本課程の学修に必要な人間情報学に関する専門知識及び研究遂行能力を
修得しようとする意欲を有すること。

３． 人間情報学に関する諸問題に関して、深く研究したいという姿勢を持って
いること。

博士課程後期課程

［学位授与の方針］
人間情報学研究科は、博士課程後期課程において、所定の履修

方法に従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指
導を受けたうえで提出した博士論文の審査及び最終試験によっ
て、次の学修成果を達成したと認められる者に、「博士（学術）」の学
位を授与する。
１． 人間情報学の諸問題に関する多角的な視点及び高度な知識
を有すること。

２． 人間情報学に関する高度な専門知識及びスキルを有し、専
攻分野の諸問題について理論的、実証的に分析できること。

３． 人間情報学に関する研究課題について専門的な知見を有
し、高度な課題解決策を提案できること。

４． 人間情報学に関する研究課題について、高度な専門知識を
活用して論文を作成し、その思考方法と研究成果を公表で
きること。

［教育課程編成・実施の方針］
人間情報学研究科は、博士課程後期課程において、学位授与の

方針に定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系的・
順次的な教育課程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１及び２を達成すること
を主たる目的として、「人間情報学演習Ⅲ」及び「人間情報学
演習Ⅳ」を置く。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを主た
る目的として、「論文指導」を置く。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主た
る目的として、口頭発表、博士論文の執筆を通じて研究指導
を行い、研究者として必要な高度な能力を養う。

［入学者受け入れの方針］
人間情報学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程後

期課程への入学者を受け入れる。
１． 人間情報学に関する明確な研究課題及び研究計画を有して
いること。

２． 本課程の学修に必要な人間情報学に関する高度な専門知識
及び研究遂行能力を修得しようとする意欲を有すること。

３． 人間情報学に関する研究課題に関して、専門的で学術的価
値のある知見を有し、さらに深く研究したいという姿勢を
持っていること。
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博士課程前期課程

［学位授与の方針］
工学研究科は、博士課程前期課程において、所定の履修方法に従って必

要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出
した修士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと
認められる者に、「修士（工学）」の学位を授与する。
１． 工学に関する幅広い視野、基本的な知識及び思考力を有すること。
２． 工学に関するいくつかの特定テーマについて専門的な知識を有す
ること。

３． 工学に関する研究課題について、専門的で学術的な価値のある知
見を有すること。

４． 工学に関する学術研究について、研究者として必要な知識、技能を
活用して論文を作成し、その実行方法と研究成果を公表できる
こと。

［教育課程編成・実施の方針］
工学研究科は、博士課程前期課程において、学位授与の方針に定めた学

修成果を確実に達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課程
を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的
として、専攻ごとの科目だけでなく、関連する他専攻科目の履修も
可能とする。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果２及び３を達成することを主た
る目的として、「工学修士研修」と「工学特別演習」を設け、必要な研
究指導を提供する。

３． 研究指導においては、口頭発表、修士論文の執筆を通じて研究者と
して必要な能力を養う。

４． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主たる目的
として、「修士論文」を要件とし、更に「技術経営特論」と「知的財産
特論」を提供し、いずれかを必修とする。

［入学者受け入れの方針］
工学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程前期課程への入

学者を受け入れる。
１． 専門分野を学ぶための基礎学力と柔軟な思考能力及び自主的に学
ぶ姿勢を有していること。

２． 専門分野の将来的な社会の変化、科学技術の進展に強く関わる
情熱を持ち、自ら問題を見出し、解決しようとする意欲を有する
こと。

３． 専門知識と洞察力を身につけ、国際的視野のもとに社会の発展に
貢献したい意思を持っていること。

博士課程後期課程

［学位授与の方針］
工学研究科は、博士課程後期課程において、所定の履修方法に従って必

要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出
した博士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと
認められる者に、「博士（工学）」の学位を授与する。
１． 工学に関する幅広い視野、専門的な知識及び思考力を有すること。
２． 工学に関する高度な専門知識を用いて、工学分野の諸問題につい
て理論的、実験的に解析できること。

３． 工学に関する研究課題について、高度に専門的で、学術的な価値の
高い知見を有すること。

４． 工学に関する学術研究について、自立した研究者として必要な知
識、技能を活用して論文を作成し、その実行方法と研究成果を公表
できること。

［教育課程編成・実施の方針］
工学研究科は、博士課程後期課程において、学位授与の方針に定めた学

修成果を確実に達成するため、次の方針により、体系的・順次的な教育課
程を編成・実施する。
１． 学位授与の方針に定めた学修成果１を達成することを主たる目的
として、学際基盤科目を置く。また、「技術経営特論」及び「知的財産
特論」について、前期課程で修得していない場合、いずれか１科目
を必修とする。

２． 学位授与の方針に定めた学修成果２を達成することを主たる目的
として、「工学博士研修」を置き必修とする。また、「インターンシッ
プ研修」、「工学特別研修」及び「工学特別実習」を置く。

３． 学位授与の方針に定めた学修成果３を達成することを主たる目的
として、「博士論文」を課し、必要な研究指導を行う。

４． 学位授与の方針に定めた学修成果４を達成することを主たる目的
として、口頭発表、博士論文の執筆を通じて研究指導を行い、研究
者として必要な高度な能力を養う。

［入学者受け入れの方針］
工学研究科は、次の点を確認することにより、博士課程後期課程への入

学者を受け入れる。
１． この課程の目的である工学に関する研究者の養成に合致する入学
志望動機と研究課題を有していること。

２． この課程における学修に必要な、高い水準の一般的学力（外国語を
含む。）を有すること。

３． この課程における学修に必要な、研究課題に関して高度に専門的
で学術的価値のある知識を持っていること。
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